
区

長

報

告

第

一

号 

 
 

 

専

決

処

分

に

つ

い

て 

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

七

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

港

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日

次

の

と

お

り

処

分

し

た

の

で

、

同

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

報

告

し

、

そ

の

承

認

を

求

め

る

。 

 
 

令

和

七

年

六

月

二

十

五

日 

 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条

例

第

五

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

三

十

八

条

第

一

項

第

一

号

イ

中

「

ニ

」

を

「

ハ

及

び

ホ

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

又

は

」

を

「

（

ハ

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

又

は

」

に

改

め

、

同

号

ニ

を

同

号

ホ

と

し

、

同

号

ハ

中

「

又

は

」

を

「

（

ハ

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

）

又

は

」

に

改

め

、

同

号

ハ

を

同

号

ニ

と

し

、

同

号

ロ

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

ハ 

二

輪

の

も

の

で

、

総

排

気

量

が

〇

・

一

二

五

リ

ッ

ト

ル

以

下

か

つ

最

高

出

力

が

四

・

〇

キ

ロ

ワ

ッ

ト

以

下

の

も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年

額 

二

千

円 
 

 

 

第

四

十

五

条

第

二

項

第

五

号

中

「

定

格

出

力

」

の

下

に

「

（

第

三

十

八

条

第

一

項

第

一

号

ハ

に

掲

げ

る

原

動



機

付

自

転

車

に

あ

つ

て

は

、

原

動

機

の

総

排

気

量

及

び

最

高

出

力

）

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

付 

則 

１ 
こ

の

条

例

は

、

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

特

別

区

税

条

例

第

三

十

八

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

は

、

令

和

七

年

度

以

後

の

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

に

つ

い

て

適

用

し

、

令

和

六

年

度

分

ま

で

の

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 


